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（別紙２）端末回線伝送機能の算定根拠・・・（H13.11.8認可申請、H14.1.31認可の網使用料算定根拠より抜粋）

Ｇ．料金の設定

①基本料

・端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-2欄で接続する場合）　端末回線により伝送を行う機能のイ 当社の局内ｽﾌﾟﾘｯﾀを利用しない場合の（イ） 電話重畳する場合

区分 料金 備考

料金（円/回線・月） 30 Dの①のｃ

・端末回線伝送機能（第5条（標準的な接続箇所）第1項の表中第1-2欄で接続する場合）　端末回線により伝送を行う機能のア 当社の局内ｽﾌﾟﾘｯﾀを利用する場合

区分 料金 備考

料金（円/回線・月） 247 Dの①のｃ＋別紙6の1-(2)②Aのg＋別紙6の1-(2)②Bのｉ×２
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